
道第１５－１号様式                            －法第85条第２項、法第85条の２第２項 

                                                 法第85条の３第２項及び第７項－ 

 

計画の概要等を公告した事項を記載した書面 

 

公           告 

 

  このたび雨竜町の一部を受益地域とする土地改良（面白内地区（農業用用排水施設））事業

を道営土地改良事業として施行することを申請したいので、土地改良法（昭和24年法律第195

号）第85条の２第２項の規定により、次の事項を記載した書類とともにこの旨を公告します。 

 なお、この受益地域内にある農用地の所有者でその農用地につき耕作若しくは養畜の業務

を営まないものでその農用地につき、当該土地改良事業に参加しようとするものは、同法第

３条の規定により、令和８年２月17日までに雨竜町農業委員会に申し出てください。 

 

   令和８年２月６日  

 

                                   申請人  雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 

雨竜町長 白川 久純 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 土地改良事業計画概要書 

２ 造成される土地改良施設の予定管理方法書 

３ 事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準等を記載した書面 

 



１　   目　的 5

換

地

計

画

の

2 要

領

地

域

の 換地取得

所 予定者

在

及

び

現

況 積雪深 平均降水日数 165.7日

計

6

千円

費

用

地目 田 畑 原野 山林 その他 の

区分 （ｈａ） （ｈａ） （ｈａ） （ｈａ） （ｈａ） 概

現況 162.4 162.4 戸 算

計画 162.4 162.4 21 7 （１）　事業の効用 排水機場の整備による維持管理労力の低減を図る。

また、便益比については1.26と1.0以上である。

効 （２）　事業効果額

現況 162.4 162.4 その他

計画 162.4 162.4 21 用 17,392 千円 101,369 千円 62 千円 462 千円 868

3 （１）　事業計画内容 （３）　事業負担の見通し 地元負担は全て雨竜町が負担するため、事業費負担について特筆する点はない。

基 （１）　事業の効用

本

計 （２）　事業効果額

画 （２）　環境との調和への配慮 その他

- 千円 - 千円 - 千円 - 千円 -

（３）　事業負担の見通し

4 8 （１）　農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 　９　計画概要図

主　　要

工 工　　事 ha 他

事 計　　画 事 該当無し 　別図のとおり

又 業

は と

管 の （２）　農業部門外の事業との関係及び調整方法 １０　その他

理 関

の 係

要 造成又は改良 該当無し

領 される施設の

管理方法等

事業種 受益面積 事業量及び事業内容

農業用用排水施設 162.4 揚水機場　N=1

施　設　名 管理団体名 管理方法

面白内排水機場 雨竜町 委託業務処理要領に基づき管理する

機能の低下した農業水利施設の長寿命化及びライフサイクルコストの低減と維持管理の省力化を図り、安定的な排水機能を確
保する。

効果項目 食料の安定供給に関する効果 農業の持続的発展に関する効果 農村の振興に関する効果 多面的機能の発揮に関する効果

効果額　（千円）

施工時期や施工方法を十分に検討して、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の軽減に努める。

農業用用
排水施設

計 1,101,200 550,000 341,600 209,600

農業用用
排水施設

効果項目 食料の安定供給に関する効果 農業の持続的発展に関する効果 農村の振興に関する効果 多面的機能の発揮に関する効果

効果額　（千円）
全体

（３）　地積及び受益戸数 調査費 1,200 600 600 R8

計 受益戸数

　　カ　　営農状況
基幹作物：水稲
転作作物：小麦、そば、大豆、スイートコーン

（４）　換地処分の時期に関する特則

キ　地域環境の概況
本地区の下流には雨竜川が流れており、多くの魚類が生息している。
また、水田周辺には多くの昆虫やそれを捕食するカエルなどが生息している。

事業種
事業費 負　担　区　分

工期
国 道 地元

農業用用排水施設 1,100,000 550,000 341,000 209,000 R9～R15

根　雪　期　間 11月03日から4月23日 無霜期間 5月14日から10月15日
換地区

機能交換に係る土地
一般公有地 合計

　　オ　　水利状況

国有地 道有地 市町村有地

ｈａ ｈａ
ｈａ ｈａ ｈａ

平　均　気　温 7.6℃ かんがい期平均気温 17.0℃ エ　清算の方法

平　均　降　水　量 1,164.9mm 165cm （３）　土地改良法第５条６項に規定する固有地等の編入承認に係る地積

　　ウ　　　土　　壌 泥炭土壌全層泥炭型、ｸﾞﾗｲ土壌強粘土構造型、灰色土壌粘土構造 ｈａ

　　エ　　　気　　象

　　ア　　　地　　形 雨竜町の北部、雨竜川の上流から見て右岸に位置する平坦な地形
ウ　非農用地の換地方針

　　イ　　　土　　質 泥炭土が分布している。 換地区 種類
非農用地区域

面積 換地の手法 その他
の位置の概略

道第６号様式 面白内地区土地改良事業計画概要書

（１）　換地計画樹立の必要性
　面白内排水機場は昭和55年～昭和63年に道営かんがい排水事業(水田排水対策特別事業)により整備された施設である。
　ほぼすべての機器類の更新時期が過ぎており、いつ壊れてもおかしくない状況である。特に補機類、電気類の損傷が著しく、ここ数年は町単独費を用
いて機器類の整備を行っているが、年々修繕費が大きくなり満足に整備が出来ていない状況である。
　本事業により、機能保全計画に基づいた予防保全対策として機械設備、電気設備、ゲート等の金物設備や建屋および導水路を整備するとともに、施設
全体の機能を回復させる必要があり、機能の低下した農業水利施設の長寿命化及びライフサイクルコストの低減と維持管理の省力化を図り、安定的な排
水機能を確保するため、早急に整備を行う。

（２）　換地計画樹立の基本方針

ア　従前の土地の地積の基準

（１）地域の所在 北海道雨竜郡雨竜町
イ　農用地集団の方法

換地区
地帯別、グループ 個人別換地の方法

（２）地域の現況 別団地の設定 一戸当たりの目的団地数 区画畦畔の取扱い





道第１１号様式 

 

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準等を記載した書面 

 

 

１ 事業費予定額   １，１００，０００千円 （令和７年度価格） 

 

２ 負担区分の予定 

 

 

区  分 

 

 

国 庫 負 担 

       （％） 

 

道 負 担 

      （％） 

地  元  負  担 

市町村負担 

          （％） 

受益者負担 

         （％） 

 

事 業 費 

 

 

５０．０ 

 

３１．０ 

 

 

１９．０ 

 

 

 

 

 

３ 土地改良法（昭和24年法律第195号）第91条の規定による分担金等の納入方法 

雨竜町は、土地改良法第91条第６項の規定により、負担金を北海道に負担する。 

 

４ 特別徴収金 

この土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を、土地改良法第113条の３第３項の規

定による工事完了の公告の日（その公告において工事完了の日が示されたときはその示

された日）の属する年度の翌年度（それ以前に知事が年度を指定する場合にあっては、

当該指定に係る年度）から起算して８年以内に当該事業の計画において予定する用途以

外の用途に供した場合等には、当該土地につき土地改良法第３条に規定する資格を有す

る者は、北海道営土地改良事業分担金等徴収条例（昭和32年北海道条例第73号）第３条

第１項の規定に基づき特別徴収金を徴収される場合がある。 



道第１２号様式                                  －調査費（土地改良事業計画樹立）－ 

 

 

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準等を記載した書面 

 

 

１ 調査費予定額   １，２００千円 （令和７年度価格） 

 

２ 負担区分の予定 

 

 

区  分 

 

 

国 庫 負 担 

       （％） 

 

道 負 担 

      （％） 

地  元  負  担 

市町村負担 

          （％） 

受益者負担 

         （％） 

 

調 査 費 

 

 

- 

 

５０．０ 

 

    ５０．０ 

 

- 

 

３ 土地改良法（昭和24年法律第195号）第91条の規定による分担金等の納入方法 

雨竜町は、土地改良法第91条第６項の規定により、負担金を北海道に負担する。 

 

 


